
令和３年（２０２１年）

旭 川 市 議 会 議 案

第 ５ 回 臨 時 会

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ４ 日 開 会

令 和 ３ 年 月 日 閉 会



３・５臨 議案第 １ 号

令和３年度旭川市一般会計補正予算について

令和３年度旭川市一般会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和３年９月１４日提出

旭川市長職務代理者

旭川市副市長 表 憲 章

３・５臨 議案第 ２ 号

令和３年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算について

令和３年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和３年９月１４日提出

旭川市長職務代理者

旭川市副市長 表 憲 章



３・５臨 議案第 ３ 号

令和３年度旭川市病院事業会計補正予算について

令和３年度旭川市病院事業会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和３年９月１４日提出

旭川市長職務代理者

旭川市副市長 表 憲 章



３・５臨 議案第 ４ 号

旭川市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例

の制定について

旭川市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年９月１４日提出

旭川市長職務代理者

旭川市副市長 表 憲 章

旭川市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例

旭川市老人デイサービスセンター条例（平成９年旭川市条例第１６号）の一部を次のように

改正する。

第４条第２号中「居宅介護サービス費」を「居宅介護サービス費若しくは地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費」に改め，同条第３号中「通所介護」を「通所介護又は同

条第１７項に規定する地域密着型通所介護」に改め，同条第４号中「通所介護」を「通所介護

若しくは同条第１７項に規定する地域密着型通所介護」に改める。

第６条第１項第１号中「第４１条第４項第１号」を「第４１条第４項第１号又は第４２条の

２第２項第２号」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行

する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市老人デイサービスセンター条例第６条の規定による利用料

金の設定及びこれに関し必要な行為は，この条例の施行前においても，同条の規定の例によ



り行うことができる。

（説 明）

利用対象者等に係る規定を整備するために，旭川市老人デイサービスセンター条例の一部を

改正しようとするものである。



３・５臨 議案第 ５ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和３年９月１４日提出

旭川市長職務代理者

旭川市副市長 表 憲 章

１ 工 事 名 千代田小学校（Ａ）増改築工事

２ 契 約 金 額 ７７７，７００，０００円

３ 契約の相手方 荒井・新谷・タカハタ共同企業体

荒 井 建 設 株 式 会 社

新 谷 建 設 株 式 会 社

タカハタ建設株式会社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



３・５臨 議案第 ６ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和３年９月１４日提出

旭川市長職務代理者

旭川市副市長 表 憲 章

１ 工 事 名 千代田小学校（Ｂ）増改築工事

２ 契 約 金 額 １，１９６，８００，０００円

３ 契約の相手方 盛永・橋本川島・畠山・吉宮共同企業体

株 式 会 社 盛 永 組

株式会社橋本川島コーポレーション

畠 山 建 設 株 式 会 社

吉 宮 建 設 株 式 会 社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



３・５臨 議案第 ７ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和３年９月１４日提出

旭川市長職務代理者

旭川市副市長 表 憲 章

１ 工 事 名 千代田小学校増改築衛生設備工事

２ 契 約 金 額 １７６，９９０，０００円

３ 契約の相手方 弘友・ニサカ・道北機械共同企業体

弘友設備工業株式会社

株 式 会 社 ニ サ カ

道 北 機 械 株 式 会 社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



３・５臨 報告第 １ 号

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

緊急施行を要した令和３年度旭川市一般会計補正予算を定めることについて，地方自治法第

１７９条第１項の規定により，令和３年８月１２日に別紙専決処分書のとおり専決処分したか

ら，同条第３項の規定により報告し，議会の承認を求める。

令和３年９月１４日提出

旭川市長職務代理者

旭川市副市長 表 憲 章



専 決 処 分 書

地方自治法第１７９条第１項の規定により，令和３年度旭川市の一般会計補正予算を次のと

おり定めることを専決処分する。

令和３年８月１２日

旭川市長 西 川 将 人 印

写○















３・５臨 報告第 ２ 号

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

緊急施行を要した令和３年度旭川市一般会計補正予算を定めることについて，地方自治法第

１７９条第１項の規定により，令和３年８月２３日に別紙専決処分書のとおり専決処分したか

ら，同条第３項の規定により報告し，議会の承認を求める。

令和３年９月１４日提出

旭川市長職務代理者

旭川市副市長 表 憲 章



専 決 処 分 書

地方自治法第１７９条第１項の規定により，令和３年度旭川市の一般会計補正予算を次のと

おり定めることを専決処分する。

令和３年８月２３日

旭川市長 西 川 将 人 印

写○







３・５臨 報告第 ３ 号

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

緊急施行を要した令和３年度旭川市一般会計補正予算を定めることについて，地方自治法第

１７９条第１項の規定により，令和３年８月３０日に別紙専決処分書のとおり専決処分したか

ら，同条第３項の規定により報告し，議会の承認を求める。

令和３年９月１４日提出

旭川市長職務代理者

旭川市副市長 表 憲 章



専 決 処 分 書

地方自治法第１７９条第１項の規定により，令和３年度旭川市の一般会計補正予算を次のと

おり定めることを専決処分する。

令和３年８月３０日

旭川市長 西 川 将 人 印

写○






